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既設砂防堰堤に係る河道埋そくの取扱いについて（通知） 

 

標記については、「既設砂防えん堤に係る河道埋そくの取扱いについて（通

知）」（昭和６３年４月１８日付防災課長、砂防課長通知）に基づき運用してき

たところであるが、令和７年４月１日発生災害以降当分の間、下記のとおり取

り扱うこととしたので通知する。 

 

記 

 

既設砂防堰堤に係る河道埋そくの取扱いについては、「災害関連緊急砂防事

業」等で対応する「既設砂防堰堤が明らかに被災していない場合で、既設砂防

堰堤の計画堆砂区域内に係る埋そく」を除き「災害復旧事業」で対応するもの

とする。 

なお、土石流対策のための除石管理型砂防堰堤等については、一定の条件を

満たすものに限り、災害復旧事業による緊急除石を行うことができるものとす

る。（表－1参照） 

  



 

表－１ 既設砂防堰堤に係る河道埋そくの適用事業 

       

 

砂防堰堤の埋没及び計画堆砂区域内の河道埋そくに係るもの（※１） 
砂防堰堤の被災によるもの及び砂防堰
堤の全部又は一部が埋没し、被災の確
認が困難なもの 

砂防堰堤が明らかに被災していないもの 

右記以外 土石流対策 
（除石管理型） 

右記以外 土石流対策 
（除石管理型） 

砂防指

定地内

の区域 

一級河川 

二級河川 
砂防災害 砂防災害 災関緊急砂防 

災関緊急砂防 

砂防災害（※３） 

普通河川 

準用河川 
砂防災害 砂防災害 災関緊急砂防 

災関緊急砂防 

砂防災害（※３）  

砂防指

定地外

の区域 

一級河川 

二級河川 
砂防災害（※２） 砂防災害（※２） 災関緊急砂防 災関緊急砂防 

普通河川 

準用河川 
砂防災害（※２） 砂防災害（※２） 災関緊急砂防 災関緊急砂防 

㊟※１. 計画堆砂区域内、外にわたり河道の埋そくが発生した場合は区域内の被害及び区域外の被害を比較

し、被害の程度のいずれか大きい区域の災害として取扱う。 

※２. 砂防法第三条により知事が告示した準用砂防設備。 

※３.  以下の条件を満たすものに限り、砂防災害復旧事業にて実施できるものとする。 

①査定方針第三 １（二）に加え土砂災害警戒情報が発表されていること。 

②土砂災害警戒区域（土石流）が指定されている渓流に設置されている砂防堰堤、土石流堆積工で

あること。 

③除石計画を策定済であること、除石計画に基づき平時から定期的な点検が実施され、必要に応じ

た除石（流木除去含む）が実施されていること。 

④土石流により堆積した土砂（流木等含む）の量が、1,000m3 以上かつ、計画捕捉量と計画堆積量

の和の３割以上であること。ただし、以下の土砂掘削は国庫負担対象外とする。 

  イ）除石管理基準高より下の堆積土砂 

  ロ）維持工事とみるべき除石工事中に国庫負担要件を満たす土砂流出があった場合において、 

その維持工事の着手前の堆積高より下の堆積土砂、又はその維持工事で掘削したことが

明らかな掘削高より下の堆積土砂 

４. これにより難い場合は別途協議するものとする。 

  

砂防 
指定地 

現象 

砂防堰堤 
の種別 

河川種別 



 

（参考）既設砂防堰堤に係る河道埋そくの適用事業例示図 

Ⅰ 砂防堰堤の埋没及び計画堆砂区域内の河道埋そくに係るもの 

 復 旧 工 法・復 旧 事 業 

右記以外 土石流対策 
（除石管理型） 

１．埋そく土による砂防堰堤

の被災 

 

下記以外の砂防堰堤 

 

 

土石流対策（除石管理型） 
の砂防堰堤 

 

 

ⓐ砂防堰堤の復旧、埋そく土の掘削 

 

砂防災害復旧事業 

ⓐ砂防堰堤の復旧、埋そく土の掘削 

 

砂防災害復旧事業 

ⓑ砂防堰堤の新設 

 

砂防災害復旧事業 

ⓑ砂防堰堤の新設 

 

砂防災害復旧事業 

ⓒ砂防堰堤の嵩上げ 

 

砂防災害復旧事業 

ⓒ砂防堰堤の嵩上げ、埋そく土の掘削 

 

砂防災害復旧事業 

２．埋そく土による砂防堰堤

の埋没 

 
 
 
 

 
下記以外の砂防堰堤 

 

土石流対策（除石管理型） 
の砂防堰堤 

 

ⓓ埋そく土の掘削等 

 

砂防災害復旧事業 

ⓓ埋そく土の掘削等 

 

砂防災害復旧事業 

ⓔ砂防堰堤の新設 

 

 

砂防災害復旧事業 

ⓔ砂防堰堤の新設 

 

砂防災害復旧事業 
㊟ 砂防堰堤の全部又は一部が埋
没し被災の確認が困難なもの 

被災形態 
砂防堰堤の種別 



 

３．砂防堰堤が明らかに未被

災 

 

 

下記以外の砂防堰堤 

 

土石流対策（除石管理型） 
の砂防堰堤 

 

ⓕ砂防堰堤の新設、埋そく土の掘削 

 

災害関連緊急砂防事業等 

ⓕ砂防堰堤の新設、埋そく土の掘削 

 

災害関連緊急砂防事業等 

ⓖ砂防堰堤の嵩上げ、埋そく土の掘削 

 

災害関連緊急砂防事業等 

ⓖ砂防堰堤の嵩上げ、埋そく土の掘削 

災害関連緊急砂防事業等 

 ⓗ砂防堰堤の緊急除石 

 

砂防災害復旧事業 

以下の条件を満たすものに限り、砂防災害復

旧事業にて実施できるものとする。 

①査定方針第三 １（二）に加え土砂災害警

戒情報が発表されていること。 

②土砂災害警戒区域（土石流）が指定されて

いる渓流に設置されている砂防堰堤、土石流

堆積工であること。 

③除石計画を策定済であること、除石計画に

基づき平時から定期的な点検が実施され、必

要に応じた除石（流木除去含む）が実施され

ていること。 

④土石流により堆積した土砂（流木等含む）

の量が、1,000m3 以上かつ、計画捕捉量と計

画堆積量の和の３割以上であること。ただ

し、以下の土砂掘削は国庫負担対象外とす

る。 

  イ）除石管理基準高より下の堆積土砂 

  ロ）維持工事とみるべき除石工事中に国

庫負担要件を満たす土砂流出があ

った場合において、その維持工事の

着手前の堆積高より下の堆積土砂、

又はその維持工事で掘削したこと

が明らかな掘削高より下の堆積土

砂 

 



 

Ⅱ 砂防堰堤の計画堆砂区域内及び外にわたる河道埋そくに係るもの 

被 災 形 態 復 旧 工 法・復 旧 事 業 

４．計画堆砂区域内の埋そくが主体 

 

 

ⓘ 3-ⓕと同様の復旧工法・復旧事業 

ⓙ 3-ⓖと同様の復旧工法・復旧事業 

災害関連緊急砂防事業等 

 

ⓚ 3-ⓗと同様の復旧工法・復旧事業 

砂防災害復旧事業 

５．計画堆砂区域外の埋そくが主体 

 

ⓛ 埋そく土の掘削 

 

河川災害復旧事業 

ⓜ 砂防堰堤の新設等 

 

 

 
 

砂防指定地内 
一・二級 災害関連緊急砂防事業等 

普通・準用 砂防災害復旧事業（   ） 

砂防指定地外 
一・二級 災害関連緊急砂防事業等 

普通・準用 災害関連緊急砂防事業等 

㊟１. 計画堆砂区域内、外にわたる埋そくが発生した場合は区域内、外の被害を比較し、その程度の大きい

区域の災害として取扱う。 

 

砂  防  法 
第三条ノ二 



 

Ⅲ 災害復旧事業による除石対象範囲に係るもの 

（維持工事とみるべき除石工事中に国庫負担要件を満たす土砂流出があった場合） 

１． 出水期前点検時 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．維持工事とみるべき除石工事中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．除石中に国庫負担要件を満たす土砂流出があった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


